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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器内にゲル状媒体層と液体層とが交互に重層され、さらに磁性体粒子が装填された管
状デバイス内において、前記磁性体粒子を移動させるための磁性体粒子操作用装置であっ
て、
　前記容器を保持するための容器保持部と、前記容器保持部に前記容器を押圧するための
容器押圧部と、磁場印加部とを備え、
　前記磁場印加部は、磁力源を有し、
　前記容器保持部および前記磁場印加部の少なくとも一方は、前記容器保持部に対して相
対的に前記磁力源を一軸方向に移動させることが可能な移動機構を有し、
　前記容器押圧部によって前記容器が前記一軸方向と直交する方向に押圧されることで、
前記容器は、前記一軸方向と平行な、容器保持部の受け面上に固定され、
　前記移動機構により、前記容器保持部に対して相対的に前記磁力源を前記一軸方向に移
動させることで、前記容器内において前記磁性体粒子を容器の長手方向に移動させる、磁
性体粒子操作用装置。
【請求項２】
　前記容器は、前記容器の長手方向が前記一軸方向と平行になるように保持される、請求
項１に記載の磁性体粒子操作用装置。
【請求項３】
　前記容器保持部は、前記容器押圧部と前記磁場印加部との間に配置される、請求項１ま
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たは２に記載の磁性体粒子操作用装置。
【請求項４】
　前記容器保持部は、前記磁力源に対向する部分のうち、前記磁力源の移動領域に相当す
る部分に空隙を有する、請求項１～３のいずれか１項に記載の磁性体粒子操作用装置。
【請求項５】
　前記容器保持部が非磁性体材料からなる、請求項１～４のいずれか１項に記載の磁性体
粒子操作用装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁性体粒子を用いた、目的物質の分離、抽出、精製、反応等の化学操作を行
うための、磁性体粒子操作用装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医学的検査、食品安全衛生上の管理、環境保全のためのモニタリング等では、多種多様
な夾雑物を含む試料から、目的物質を抽出して、検出や反応に供することが求められる。
例えば、医学的検査では、動植物から分離取得される血液、血清、細胞、尿、糞便等に含
まれる、核酸、タンパク質、糖、脂質、細菌、ウィルス、放射性物質等を検出、同定、定
量する必要がある。これらの検査に際しては、夾雑物に起因するバックグランド等の悪影
響を排除するために、目的物質を分離・精製することが必要となる場合がある。
【０００３】
　試料中の目的物質を分離・精製するために、粒径が０．５μｍ～十数μｍ程度の磁性体
の表面に、目的物質との化学的な親和力や分子認識機能を持たせた磁性体粒子を用いる方
法が開発され、実用化されている。この方法では、磁性体粒子の表面に目的物質を固定さ
せた後、磁場操作により磁性体粒子を液相から分離・回収し、必要に応じて、回収された
磁性体粒子を洗浄液等の液相に分散させ、液相から磁性体粒子を分離・回収する工程が繰
り返し行われる。その後、磁性体粒子が溶出液中に分散されることにより、磁性体粒子に
固定されていた目的物質が溶出液中に遊離し、溶出液中の目的物質が回収される。磁性体
粒子を用いることにより、磁石による目的物質の回収が可能となるため、化学抽出・精製
の自動化に有利な特徴を持つ。
【０００４】
　目的物質を選択的に固定可能な磁性体粒子は、分離・精製キットの一部として市販され
ている。キットは複数の試薬が別々の容器に入れられており、使用時はユーザーがピペッ
ト等で試薬を分取、分注する。これらのピペット操作や磁場操作を自動化するための装置
も市販されている（特許文献１）。一方、ピペット操作に代えて、キャピラリー等の管状
容器内に、溶解／固定液、洗浄液、溶出液等の液体層と、ゲル状媒体層とが交互に重層さ
れた管状デバイスを用い、このデバイス内で磁性体粒子を容器の長手方向に沿って移動さ
せることにより、目的物質を分離・精製する方法が提案されている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＷＯ９７／４４６７１号国際公開パンフレット
【特許文献２】ＷＯ２０１２／０８６２４３号国際公開パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　管状デバイスを用いる場合は、密閉系で一連の操作を実施できるため、開放系で行われ
るピペット操作に比べて、コンタミネーションの危険性が低減される。特許文献２には、
永久磁石や可動磁石板等の磁力源を一軸方向に移動させることにより、管状デバイス内に
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おいて、磁性体粒子を容器の長手方向に沿って移動させることが記載されている。磁性体
粒子は、磁場の作用によって磁力源近傍の容器内壁面に集められた後、磁場の変化に追随
して容器の長手方向に沿って移動する。
【０００７】
　しかしながら、特許文献２に記載されているように磁力源を一軸方向に移動させる方法
では、直管状の容器を用いても、移動されるべき磁性体粒子が磁場の変化に追随できず、
デバイス内、特にゲル状媒体層中に磁性体粒子が残留してしまう場合があった。
【０００８】
　管状デバイスの外部に配置された磁力源（磁石）から磁性体粒子が受ける力は、磁力源
と磁性体粒子との距離、すなわち磁力源と容器内壁面との距離に大きく影響される。この
距離が大きくなるほど、磁性体粒子は磁場に引き付けられなくなるため、磁性体粒子を移
動させて液体層やゲル状媒体層を通過させることが困難になる。磁力源と磁性体粒子との
距離が１００μｍ程度でも異なると、磁力源から磁性体粒子が受ける力は大きく変わるた
め、上記の距離を精密に制御することが求められる。特に、管状デバイスを用いる場合に
は、ゲル状媒体の粘性が高く、磁性体粒子がゲル状媒体層を通過しにいため、ゲル状媒体
を用いないピペット操作の場合に比べて、磁力源と磁性体粒子との距離には高い精度が求
められる。
【０００９】
　上記に鑑み、本発明は、容器に対して相対的に磁力源を一軸方向に移動させる機構を有
し、ゲル状媒体層と液体層とが交互に重層された管状デバイス内において磁性体粒子をス
ムーズに移動させることができる磁性体粒子操作用装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　管状デバイス内において磁性体粒子をスムーズに移動させるには、磁力源と磁性体粒子
との距離を制御することが考えられるが、上記のとおり、磁力源を一軸方向に移動させる
だけでは不十分であった。その原因について本発明者らが検討したところ、直管状の容器
であっても、実際には反りが生じており、その結果、磁力源と磁性体粒子との距離が所定
値から少しでも離れた箇所では、磁性体粒子の移動が困難となることを突き止めた。なお
、容器の反りは、ポリプロピレンやポリエチレン等の樹脂材料が直管状に成形された場合
に顕著であり、特に、容器の断面形状が非円形である場合、成形時にかかる応力ひずみが
大きくなり、容器が反りやすくなることが判明した。もちろん、容器の成形条件および加
工条件を調整することにより精密な直管状にすることも可能であるが、デバイスの生産コ
ストが上昇するという別の問題が生じる。
【００１１】
　本発明者らは、容器を保持するための容器保持部と、容器保持部に容器を押圧するため
の容器押圧部と、磁場印加部とを備える磁性体粒子操作用装置において、容器保持部が一
軸方向（容器と磁力源との相対的な移動方向）と平行な受け面を有し、容器押圧部が一軸
方向と直交する方向に容器を押圧して、受け面上に容器が固定されることにより、容器の
反りを解消することができ、磁力源と容器外壁面との距離を一定に保つことができること
を見出した。これにより、磁力源と容器内壁面との距離および磁力源と磁性体粒子との距
離を制御することができる。特に、磁力源に対向する側において容器の肉厚が一定である
場合には、磁力源と磁性体粒子との距離を一定に保つことができる。その結果、磁性体粒
子は、ゲル状媒体層および液体層をスムーズに移動することができ、特に、粘性の高いゲ
ル状媒体層もスムーズに移動することができる。
【００１２】
　すなわち、本発明は、容器内にゲル状媒体層と液体層とが交互に重層され、さらに磁性
体粒子が装填された管状デバイス内において、磁性体粒子を移動させるための磁性体粒子
操作用装置に関する。本発明の磁性体粒子操作用装置は、容器を保持するための容器保持
部と、容器保持部に容器を押圧するための容器押圧部と、磁場印加部とを備える。磁場印
加部は磁力源を有し、磁場印加部および容器保持部の少なくとも一方は、容器保持部に対
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して相対的に磁力源を一軸方向に移動させることが可能な移動機構を有する。容器押圧部
によって容器が一軸方向と直交する方向に押圧されることで、容器は、一軸方向と平行な
、容器保持部の受け面上に固定される。上記移動機構により、容器保持部に対して相対的
に磁力源を一軸方向に移動させることで、容器内において磁性体粒子を容器の長手方向に
移動させることができる。
【００１３】
　本発明において、容器は、容器の長手方向が上記一軸方向と平行になるように保持され
ることが好ましい。この場合、磁力源と磁性体粒子との距離をより精密に制御することが
できる。
【００１４】
　本発明において、容器保持部は、容器押圧部と磁場印加部との間に配置されることが好
ましい。例えば、磁場印加部、容器押圧部および容器保持部がこの順に配置される場合、
磁場印加部が有する磁力源からの磁力線を容器押圧部が阻害するおそれがある。また、容
器押圧部によって容器が押圧される際に磁場印加部が妨げとなり、操作性が低下するおそ
れがある。一方、容器保持部が容器押圧部と磁場印加部との間に配置される場合、そのよ
うな問題は生じないため、操作性に優れる。
【００１５】
　本発明において、容器保持部は、磁力源に対向する部分のうち、磁力源の移動領域に相
当する部分に空隙を有することが好ましい。容器保持部にスリット等の空隙が形成される
ことで、磁力源からの磁力線の干渉を抑制することができる。
【００１６】
　本発明においては、磁力源からの磁力線を阻害しないように、容器保持部が非磁性体材
料からなることが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の装置によれば、磁力源と容器外壁面との距離を一定に保つことができるため、
磁力源と容器内壁面との距離および磁力源と磁性体粒子との距離を制御することができる
。特に、磁力源に対向する側において容器の肉厚が一定である場合には、磁力源と磁性体
粒子との距離を一定に保つことができる。その結果、ゲル状媒体層と液体層とが交互に重
層された管状デバイス内において、磁性体粒子をスムーズに移動させることができる。し
たがって、化学操作の効率や、収率、検査精度の向上等が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】磁性体粒子操作が行われる管状デバイスの一例を示す模式的断面図である。
【図２】本発明の磁性体粒子操作用装置の一形態を示す模式図である。
【図３】容器保持部の別の形態を表す模式図である。
【図４】穴を有する容器保持部の形態を表す模式図である。
【図５】容器保持部のさらに別の形態を表す模式的断面図である。
【図６】容器押圧部の別の形態を表す模式図である。
【図７】容器押圧部のさらに別の形態を表す模式的断面図である。
【図８】容器保持部および容器押圧部の別の形態を表す模式図である。
【図９】容器の別の形態を表す模式図である。
【図１０】容器のさらに別の形態を表す模式的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の磁性体粒子操作用装置について説明する前に、当該装置に用いられる管状デバ
イスにおける磁性体粒子の操作方法について説明する。
【００２０】
［磁性体粒子の操作方法］
　図１Ａ～図１Ｃは、磁性体粒子操作が行われる管状デバイスの一例を示す模式的断面図
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である。図１Ａに示すように、このデバイスは、管状の容器１０内に、容器底面側から、
液体層３２，３５，３１とゲル状媒体層２２，２１とが交互に重層されている。ゲル状媒
体は、隣接する液体層中の液体と混和性を有さず、これらの液体に対して、不溶または難
溶である。
【００２１】
　図１Ａにおいて、容器上部の液体層３１には、多数の磁性体粒子７０が含まれている。
磁性体粒子７０は、その表面または内部に、核酸や抗原等の目的物質を特異的に固定可能
な粒子である。磁性体粒子７０を液体層３１中で分散させることにより、液体層３１中に
含まれる目的物質が粒子７０に選択的に固定される。
【００２２】
　磁性体粒子への目的物質の固定方法は特に限定されず、物理吸着、化学吸着等の各種公
知の固定化メカニズムが適用可能である。例えば、ファンデルワールス力、水素結合、疎
水相互作用、イオン間相互作用、π－πスタッキング等の種々の分子間力により、粒子の
表面あるいは内部に目的物質が固定される。
【００２３】
　磁性体粒子の粒径は１ｍｍ以下が好ましく、０．１μｍ～５００μｍがより好ましい。
粒子の形状は、粒径が揃った球形が望ましいが、粒子操作が可能である限りにおいて、不
規則な形状で、ある程度の粒径分布を持っていてもよい。粒子の構成成分は単一物質でも
よく、複数の成分からなるものでもよい。
【００２４】
　磁性体粒子は、磁性体のみからなるものでもよいが、磁性体の表面に目的物質を特異的
に固定するためのコーティングが施されたものが好ましく用いられる。磁性体としては、
鉄、コバルト、ニッケル、ならびにそれらの化合物、酸化物、および合金等が挙げられる
。具体的には、マグネタイト（Ｆｅ３Ｏ４）、ヘマタイト（Ｆｅ２Ｏ３、またはαＦｅ２

Ｏ３）、マグヘマイト（γＦｅ２Ｏ３）、チタノマグネタイト（ｘＦｅ２ＴｉＯ４・（１
－ｘ）Ｆｅ３Ｏ４）、イルメノヘマタイト（ｘＦｅＴｉＯ３・（１－ｘ）Ｆｅ２Ｏ３）、
ピロタイト（Ｆｅ１－ｘＳ（ｘ＝０～０．１３）‥Ｆｅ７Ｓ８（ｘ～０．１３））、グレ
イガイト（Ｆｅ３Ｓ４）、ゲータイト（αＦｅＯＯＨ）、酸化クロム（ＣｒＯ２）、パー
マロイ、アルコニ磁石、ステンレス、サマリウム磁石、ネオジム磁石、バリウム磁石が挙
げられる。
【００２５】
　磁性体粒子に選択的に固定される目的物質としては、例えば核酸、タンパク質、糖、脂
質、抗体、受容体、抗原、リガンド等の生体由来物質や細胞自身が挙げられる。目的物質
が生体由来物質である場合は、分子認識等により、粒子の内部あるいは粒子表面に目的物
質が固定されてもよい。例えば、目的物質が核酸である場合は、磁性体粒子７０として、
表面にシリカコーティングが施された磁性体粒子等が好ましく用いられる。目的物質が、
抗体（例えば、標識抗体）、受容体、抗原およびリガンド等である場合、粒子表面のアミ
ノ基、カルボキシル基、エポキシ基、アピジン、ピオチン、ジゴキシゲニン、プロテイン
Ａ、プロテインＧ等により、目的物質を粒子表面に選択的に固定できる。特定の目的物質
を選択的に固定可能な磁性体粒子として、例えば、ライフテクノロジーズから販売されて
いるＤｙｎａｂｅａｄｓ（登録商標）や、東洋紡から販売されているＭａｇＥｘｔｒａｃ
ｔｏｒ（登録商標）等の市販品を用いることもできる。
【００２６】
　図１Ｂに示すように、容器１０の外壁面に、磁力源である磁石９を近付けると、目的物
質が固定された磁性体粒子は、磁場の作用により、磁石９近傍の容器１０の内壁面に集め
られる。図１Ｃに示すように、磁石９を、外壁面に沿って容器１０の長手方向に移動させ
ると、磁場の変化に追随して、磁性体粒子７０も容器１０の長手方向に沿って移動し、ゲ
ル状媒体層２１、液体層３５、ゲル状媒体層２２、液体層３２へと順に移動する。粒子７
０の周囲に液滴として物理的に付着している液体の大半は、粒子が、ゲル状媒体の内部に
進入する際に、粒子表面から脱離する。ゲル状媒体層２１，２２内への粒子の進入および
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移動により、ゲル状媒体が穿孔されるが、ゲルの復元力による自己修復作用により、ゲル
状媒体の孔は直ちに塞がれる。そのため、粒子による貫通孔を介したゲル状媒体への液体
の流入は、ほとんど生じない。
【００２７】
　液体層３５内および液体層３１内で磁性体粒子７０を分散させ、磁性体粒子を液体層内
の液体と接触させることにより、磁性体粒子への目的物質の固定、磁性体粒子表面に付着
している夾雑物を除去するための洗浄操作、磁性体粒子に固定されている目的物質の反応
、磁性体粒子に固定されている目的物質の液体中への溶出等の操作が行われる。
【００２８】
　例えば、シリカコーティングが施された磁性体粒子を用いて核酸の分離・抽出を行う場
合、核酸抽出液と核酸を含む液体試料３１中で磁性体粒子７０を分散させ、磁性体粒子７
０の表面に核酸を固定した後、磁性体粒子７０を洗浄液３５中へ移動させる。洗浄液３５
中で磁性体粒子７０を分散させ表面に付着した夾雑タンパク質等を除去した後、磁性体粒
子７０を核酸溶出液３２中へ移動させる。核酸溶出液３２中で磁性体粒子７０を分散させ
ることにより、粒子表面に固定されていた核酸を核酸溶出液３２中に回収することができ
る。なお、図１では、容器１０内に、洗浄液として１層の液体層３５が装填されているが
、洗浄液は２層でもよく、３層以上が用いられてもよい。また、分離の目的や、用途にお
ける不所望の阻害が生じない範囲において、洗浄液を省略することもできる。
【００２９】
　また、磁性体粒子に選択的に固定される物質が抗原である場合、第一の媒体層である液
体層３１内に含まれる抗原が、プロテインＧやプロテインＡ等の抗原を選択的に固定化可
能な分子でコーティングされた磁性体粒子７０の表面に固定され、液体層３５内で磁性体
粒子を分散させることにより、粒子表面に付着した夾雑物を除去するための洗浄が行われ
、第二の媒体層である液体層３２内で磁性体粒子を分散させることにより、粒子表面に固
定された抗原と液体層３２内の抗体との抗原抗体反応や、液体層３２内への目的物質の遊
離溶出等を行うことができる。
【００３０】
　上記の粒子操作方法は、ピペット等により液流を発生させる必要がないため、密閉系で
実施できる。容器内に液体、ゲル状媒体および磁性体粒子を密封装填すれば、外部からの
コンタミネーションを防止できる。そのため、ＲＮＡ等の分解しやすい目的物質を磁性体
粒子に固定して操作する場合や、空気中の酸素等と反応しやすい液体を用いる場合等に、
特に有用である。容器を密閉系とする場合、容器の開口部を熱融着する方法や、適宜の封
止手段を用いて封止することができる。操作後の粒子や目的物質を溶出後の液体を容器外
に取り出す必要がある場合は、樹脂栓等を用いて、取り外し可能に開口部を封止すること
が好ましい。また、図１に示すデバイスのように、液体に接してゲル層等を配置すること
によって、液体を密封装填してもよい。
【００３１】
　容器内に装填される液体は、磁性体粒子表面に固定された目的物質の、抽出、精製、反
応、分離、検出、分析等の化学操作の場を提供する。液体の種類は特に限定されないが、
ゲル状媒体を溶解しないものが好ましい。そのため、液体としては、水溶液や、水と有機
溶媒の混合溶液等の水系液体が好ましく用いられる。液体は、これら化学操作のための単
なる媒体として機能し得る他に、化学操作に直接関与するか、あるいは当該操作に関与す
る化合物を成分として含んでいてもよい。液体に含まれる物質としては、磁性体粒子に固
定された反応性物質と反応する物質、当該反応によって磁性体粒子の表面に固定された物
質と更に反応する物質、反応試薬、蛍光物質、各種の緩衝剤、界面活性剤、塩類、および
その他の各種補助剤、並びに、アルコール等の有機溶剤等を例示することができる。水系
液体は、水、水溶液、水懸濁液等の任意の態様で提供され得る。
【００３２】
　液体試料中に含まれる目的物質を磁性体粒子の表面に固定する場合、液体中には、磁性
体粒子の表面に固定されるべき目的物質の他に、多種多様な夾雑物が含まれている場合が
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ある。液体試料中には、例えば、動植物組織、体液、排泄物等の生体試料、細胞、原虫、
真菌、細菌、ウィルス等の核酸包含体等が含まれていてもよい。体液には血液、髄液、唾
液、乳等が含まれ、排泄物には糞便、尿、汗等が含まれる。細胞には血液中の白血球、血
小板や、口腔細胞等の粘膜細胞の剥離細胞、唾液中白血球等が含まれる。
【００３３】
　核酸、抗原、抗体等の目的物質を含む液体試料は、例えば、細胞懸濁液、ホモジネート
、細胞溶解液との混合液等の態様で調製してもよい。血液等の生体由来試料中に含まれる
目的物質を粒子表面に固定する場合、液体試料は、血液等の生体由来試料と、そこから目
的物質を抽出するための細胞溶解液（核酸抽出液）との混合物である。細胞溶解液は、カ
オトロピック物質や界面活性剤等の細胞を溶解可能な成分を含む。
【００３４】
　核酸の抽出を行うために用いられる細胞溶解液（核酸抽出液）としては、カオトロピッ
ク物質、ＥＤＴＡ等のキレート剤、トリス塩酸等を含有する緩衝液が挙げられる。また、
細胞溶解液には、ＴｒｉｔｏｎＸ－１００等の界面活性剤を含めることもできる。カオト
ロピック物質としては、グアニジン塩酸塩、グアニジンイソチアン酸塩、ヨウ化カリウム
、尿素等が挙げられる。細胞溶解液は、上記の他に、プロテアーゼＫ等のタンパク質分解
酵素や各種の緩衝剤、塩類、およびその他の各種補助剤、並びに、アルコール等の有機溶
剤等を含んでいてもよい。
【００３５】
　洗浄液としては、核酸が粒子表面に固定された状態を保持したまま、試料中に含まれる
核酸以外の成分（例えばタンパク質、糖質等）や、核酸抽出等の処理に用いられた試薬等
を洗浄液中に遊離させ得るものであればよい。洗浄液としては、例えば、塩化ナトリウム
、塩化カリウム、硫酸アンモニウム等の高塩濃度水溶液、エタノール、イソプロパノール
等のアルコール水溶液等が挙げられる。
【００３６】
　核酸溶出液としては、水または低濃度の塩を含む緩衝液を用いることができる。具体的
には、トリス緩衝液、リン酸緩衝液、蒸留水等を用いることができ、ｐＨ７～９に調整さ
れた５～２０ｍＭトリス緩衝液を用いることが一般的である。核酸が固定された磁性体粒
子を溶出液中で分散させることにより、核酸溶出液中に核酸を遊離溶出させることができ
る。回収された核酸は、必要に応じて濃縮や乾固等の操作を行った後、分析や反応等に供
することができる。
【００３７】
　容器内に装填されるゲル状媒体は、粒子操作前においてゲル状、若しくはペースト状で
あればよい。ゲル状媒体は、隣接する液体層の液体に不溶性または難溶性であり、化学的
に不活性な物質であることが好ましい。ここで、液体に不溶性または難溶性であるとは、
２５℃における液体に対する溶解度が概ね１００ｐｐｍ以下であることを意味する。化学
的に不活性な物質とは、液体層との接触や磁性体粒子の操作（すなわち、ゲル状媒体中で
磁性体粒子を移動させる操作）において、液体層、磁性体粒子や磁性体粒子に固定された
物質に、化学的な影響を及ぼさない物質を指す。
【００３８】
　ゲル状媒体の材料や組成等は、特に限定されず、物理ゲルであってもよいし、化学ゲル
であってもよい。例えば、ＷＯ２０１２／０８６２４３号に記載されているように、非水
溶性または難水溶性の液体物質を加熱し、加熱された当該液体物質にゲル化剤を添加し、
ゲル化剤を完全に溶解させた後、ゾル・ゲル転移温度以下に冷却することで、物理ゲルが
形成される。
【００３９】
　容器内へのゲル状媒体および液体の装填は、適宜の方法により行い得る。管状の容器が
用いられる場合、装填に先立って容器の一端の開口が封止され、他端の開口部からゲル状
媒体および液体が順次装填されることが好ましい。
【００４０】
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　容器内に装填されるゲル状媒体および液体の容量は、操作対象となる磁性体粒子の量や
、操作の種類等に応じて適宜に設定され得る。容器内に複数のゲル状媒体層や液体層が設
けられる場合、各層の容量は同一でも異なっていてもよい。各層の厚みも適宜に設定され
得る。操作性等を考慮した場合、層厚みは、例えば、２ｍｍ～２０ｍｍ程度が好ましい。
【００４１】
［磁性体粒子操作用装置］
　図２（ａ）は、本発明の磁性体粒子操作用装置の一形態を示す模式的正面図である。図
２（ｂ）は、容器が保持されていない状態の磁性体粒子操作用装置の模式的正面図である
。図２（ｃ）は、容器保持部１７０に容器１０が保持され容器押圧部１８０により押圧さ
れた状態の磁性体粒子操作用装置のＣ－Ｃ線断面図である。図２（ｄ）は、図２（ｃ）の
Ｄ－Ｄ線断面図である。
【００４２】
　図２（ａ）～図２（ｄ）に示す磁性体粒子操作用装置１００は、容器保持部１７０と、
容器押圧部１８０と、磁場印加部１９０とを備える。図２（ａ）～図２（ｄ）に示す形態
では、容器保持部１７０は、容器押圧部１８０と磁場印加部１９０との間に配置されてい
る。
【００４３】
　磁場印加部１９０は、支持板１９３に固定されたリニアガイド１９２と、リニアガイド
１９２にスライド可能に取り付けられた永久磁石１９１とを有する。永久磁石１９１をス
ライドさせる方法は特に限定されず、モータ等の駆動手段によりスライドさせてもよいし
、手動でスライドさせてもよい。永久磁石１９１はリニアガイド１９２上をスライドする
ことができるため、一軸方向に磁場を変化させることができる。磁性体粒子操作用装置１
００では、永久磁石１９１を一軸方向に移動させることで、容器１０内において磁性体粒
子７０を容器１０の長手方向に移動させることができる。
【００４４】
　なお、図２（ｃ）では、永久磁石１９１を一方向（下方向）にのみ移動させているが、
二方向（上下方向）に往復移動させてもよい。
【００４５】
　永久磁石は、上述した磁性体粒子の操作が可能であれば、その形状や大きさ、材質は特
に限定されない。磁場印加部が有する磁力源としては、永久磁石を用いる以外に電磁石を
用いることも可能である。また、磁場印加部は、複数の磁力源を有してもよい。
【００４６】
　容器保持部１７０は、容器１０を保持可能に構成されている。容器１０内には、液体層
３１，３５，３２とゲル状媒体層２１，２２とが交互に重層され、さらに磁性体粒子７０
が装填されている。容器１０は、容器保持部に着脱可能に保持される。
【００４７】
　容器保持部１７０による容器１０の保持方法は特に限定されない。例えば、永久磁石１
９１に対向する側において、容器保持部１７０の壁面に、容器１０の長手方向に延在する
凹部１７１が形成されており、この凹部１７１に容器１０を嵌め込むことで保持する方法
が挙げられる。凹部１７１の延在方向は、永久磁石１９１の移動方向（一軸方向）と平行
であることが好ましい。これにより、容器１０の長手方向が永久磁石１９１の移動方向と
平行になるように容器１０を保持することができる。
【００４８】
　図２（ａ）～図２（ｄ）では、容器１０の底面部が容器保持部１７０の下面で固定され
た例を示しているが、容器１０の底面部は容器保持部１７０の下面で固定されなくてもよ
く、例えば、容器１０が凹部１７１に嵌め込まれているだけでもよい。また、容器１０の
上面が容器保持部によって固定されてもよい。
【００４９】
　容器保持部１７０は、永久磁石１９１に対向する部分のうち、永久磁石１９１の移動領
域に相当する部分にスリット１７２を有することが好ましい。容器保持部にスリット等の
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空隙が形成されることで、磁力源からの磁力線の干渉を抑制することができる。このよう
なスリットは、永久磁石等の磁力源の移動領域に相当するすべての部分に連続して形成さ
れていることが好ましいが、該当する部分に不連続に形成されていてもよい。空隙の種類
はスリットに限定されず、円形、楕円形、多角形等の穴であってもよい。また、容器が保
持される限り、磁力源の移動領域以外の部分に空隙が形成されていてもよい。
【００５０】
　容器押圧部１８０は、容器１０を容器保持部１７０に押圧可能に構成されている。図２
（ａ）～図２（ｄ）に示す形態では、容器押圧部１８０は板状であり、ヒンジ１８１を介
して容器保持部１７０に回動可能に連結されている。容器押圧部の構成は特に限定されず
、ヒンジ等で構成される回転軸を中心に回動可能な構成となっていてもよく、容器保持部
と対向したまま平行に移動可能（図２（ｃ）において左右方向に移動可能）な構成となっ
ていてもよい。
【００５１】
　図２（ｃ）および図２（ｄ）に示すように、容器１０は、容器押圧部１８０によって永
久磁石１９１の移動方向（一軸方向）と直交する方向に押圧され、容器保持部１７０の受
け面（図２（ｃ）および図２（ｄ）のＺ－Ｚ断面）上に固定される。容器保持部１７０の
受け面は、上記一軸方向と平行に容器保持部１７０に形成されているため、永久磁石１９
１が一軸方向に移動しても、永久磁石１９１と容器１０の外壁面との距離が一定に保たれ
る。したがって、永久磁石１９１と容器１０の内壁面との距離や永久磁石１９１と磁性体
粒子７０との距離を制御することができる。
【００５２】
　その結果、磁性体粒子７０は、液体層３１、ゲル状媒体層２１、液体層３５、ゲル状媒
体層２２、液体層３２へと順に移動することができ、特に、粘性の高いゲル状媒体層２１
，２２もスムーズに移動することができる。
【００５３】
　なお、容器保持部に形成される受け面とは、容器と容器保持部との接点を通り、一軸方
向と平行な面をいう。したがって、上記受け面は、容器保持部に実在する面であってもよ
いし、仮想面であってもよい。図２（ｃ）および図２（ｄ）では、容器保持部１７０の壁
面が受け面に該当する。
【００５４】
　容器保持部は、容器を保持することができ、容器押圧部から押圧される力に耐え得るも
のであれば、その材質は特に限定されないが、磁力源からの磁力線を阻害しないという観
点からは、容器保持部が非磁性体材料からなることが好ましい。このような非磁性体材料
としては、例えば、アルミニウム、銅等の非磁性金属、樹脂、セラミック、ガラス等が挙
げられる。
【００５５】
　図３Ａ～図３Ｅは、容器保持部の別の形態を表す模式図である。図３Ａ～図３Ｅは、容
器１０の長手方向に直交する断面を示している。
【００５６】
　図３Ａに示す容器保持部２７０のように、容器保持部は、永久磁石１９１に対向する部
分のうち、永久磁石１９１の移動領域に相当する部分にスリットを有していなくてもよい
。容器保持部は、永久磁石１９１に対向する壁面で容器１０を固定する必要はなく、図３
Ｂに示す容器保持部２７１のように、両側面に設けられた突出部で容器１０を固定しても
よい。図３Ａでは、容器保持部２７０の壁面が受け面に該当し、図３Ｂでは、両側面に設
けられた突出部が受け面に該当する。
【００５７】
　容器保持部は、受け面と平行な壁面で容器１０を固定する必要はなく、図３Ｃに示す容
器保持部２７２のように、受け面と平行でない平面状の壁面で容器１０を固定してもよい
し、図３Ｄに示す容器保持部２７３のように、曲面状の壁面で容器１０を固定してもよい
。それぞれの壁面には、スリットが形成されていなくてもよい。さらに、図３Ｅに示す容
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器保持部２７４のように、それぞれの形状の突出部で容器１０を固定してもよい。図３Ｃ
～図３Ｅでは、受け面は、容器保持部と容器との接点の集合からなる仮想面である。
【００５８】
　図４（ａ）～図４（ｃ）に示す容器保持部３７０のように、容器保持部は、容器を通す
ことができる穴を有していてもよい。容器保持部３７０は、上面３７０ａおよび下面３７
０ｃが支持部３７０ｂによって支持されている。上面３７０ａには、容器１０を通すこと
ができる断面円形の穴が形成されており、下面３７０ｃには、容器１０の底面部を保持す
ることができる凹部が形成されている。上面３７０ａの穴に容器１０を通し、下面３７０
ｃの凹部に容器の底面部を配置することで、容器１０の長手方向を永久磁石（不図示）の
移動方向と平行に固定することができる。さらに、容器押圧部１８０によって容器１０が
押圧されることで、容器保持部３７０の支持部３７０ｂの受け面上に容器１０が固定され
る。なお、図４（ａ）では、容器保持部３７０の下面３７０ｃが凹部を有する例を示して
いるが、容器保持部の下面は、凹部の代わりに穴を有していてもよく、また、凹部および
穴を有していなくてもよい。
【００５９】
　図４（ａ）～図４（ｃ）に示す形態において、容器保持部３７０には、上面３７０ａお
よび下面３７０ｃの間に、上面３７０ａと同様に容器を通すことができる穴を有する中間
面が設けられていてもよい。中間面は１枚であってもよく、複数枚であってもよい。
【００６０】
　また、上述の上面３７０ａや中間面に代えて、リング状の部材が設けられていてもよい
。リングに容器１０を通すことでも、容器１０の長手方向を永久磁石の移動方向と平行に
固定することができる。
【００６１】
　図５は、容器保持部のさらに別の形態を表す模式的断面図である。図５に示す形態では
、容器保持部４７０は、容器押圧部１８０によって押圧された容器１０の全面を固定して
おらず、容器１０の上部および下部を固定している。本発明においては、磁力源と容器外
壁面との距離を一定に保つという観点から、磁力源に対向する容器の全面を容器保持部が
固定することが好ましいが、図５に示すように容器を固定しない箇所が容器保持部にあっ
てもよい。
【００６２】
　容器押圧部の材質は特に限定されないが、容器保持部と同様、非磁性材料であることが
好ましい。容器押圧部の材質は、容器保持部の材質と同じであってもよく、異なっていて
もよい。容器押圧部については、少なくとも容器を押圧する部分が、透明材料からなるこ
とが好ましい。当該部分の材質を透明材料とすることで、容器内での磁性体粒子の移動を
観察することができ、容器内に磁性体粒子が残留する等の不具合を容易に発見することが
できる。特に、粒子の操作中あるいは操作後に光学的測定が行われる場合には、容器押圧
部によって容器が押圧されたままの状態で光学測定を行うことができる。透明材料として
は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂等の樹脂、ガラス等を適宜使用すること
ができる。
【００６３】
　図６Ａ～図６Ｃは、容器押圧部の別の形態を表す模式図である。図６Ａ～図６Ｃは、容
器１０の長手方向に直交する断面を示している。容器押圧部は、図６Ａに示す容器押圧部
２８０のように、容器１０を２面以上で押圧してもよいし、図６Ｂに示す容器押圧部２８
１のように、曲面に沿って容器１０を押圧してもよい。さらに、図６Ｃに示す容器押圧部
２８２のように、容器押圧部が複数の部材から構成されていてもよい。
【００６４】
　図７は、容器押圧部のさらに別の形態を表す模式的断面図である。図７に示す形態では
、容器押圧部３８０は、容器１０の全面を押圧しておらず、容器１０の上部および下部を
押圧している。本発明においては、磁力源と容器外壁面との距離を一定に保つという観点
から、容器押圧部が容器の全面を押圧することが好ましいが、図７に示すように容器を押
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圧しない箇所が容器押圧部にあってもよい。また、図５に示す容器保持部４７０と図７に
示す容器押圧部３８０とが組み合わされたような構成であってもよい。
【００６５】
　図８は、容器保持部および容器押圧部の別の形態を表す模式図である。図８に示すよう
に、容器保持部５７０に凹部が形成されず、容器押圧部に凹部が形成されていてもよい。
容器保持部および容器押圧部の両方に凹部が形成されなくてもよく、容器保持部および容
器押圧部の両方に凹部が形成されてもよい。容器保持部および容器押圧部の少なくとも一
方に両方に凹部が形成される場合、凹部の形状は特に限定されず、例えば、容器の形状に
沿った曲面状であってもよい。なお、図８に示す形態では、容器保持部５７０がスリット
を有しているが、容器保持部はスリットを有していなくてもよい。
【００６６】
　さらに、図６Ｂに示した容器押圧部２８１のような曲面状の部材を容器保持部として使
用し、２つの曲面状の部材で容器１０を挟み込んでもよい。
【００６７】
　このように、容器押圧部によって容器が一軸方向と直交する方向に押圧されることで、
一軸方向と平行な受け面上に容器が固定される限り、容器保持部および容器押圧部の形状
は特に限定されるものではなく、任意に組み合わせることができる。
【００６８】
　上述のとおり、本発明では、管状の容器内に装填された液体中およびゲル状媒体中で、
粒子操作が行われる。容器内で磁性体粒子を移動可能であり、液体及びゲル状媒体を保持
できるものであれば、容器の材質は特に限定されない。容器外からの磁場操作により容器
内の磁性体粒子を移動させるためには、プラスチック等の透磁性材料が好ましく、例えば
、ポリプロピレンやポリエチレン等のポリオレフィン、テトラフルオロエチレン等のフッ
素系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリカーボネート、環状ポリオレフィン等の
樹脂材料が挙げられる。これらの樹脂材料は柔らかく、容器が反りやすくなるが、本発明
の磁性体粒子操作用装置を用いることにより、磁力源と容器の外壁面との距離を一定に保
つことができる。容器の材質としては、上述の素材の他、セラミック、ガラス、シリコー
ン、非磁性金属等も用いられ得る。容器内壁面の撥水性を高めるために、フッ素系樹脂や
シリコーン等によるコーティングが行われてもよい。
【００６９】
　容器は管状である限り、その形状は特に限定されない。容器の断面形状としては、図２
（ｄ）等で示した容器１０のような円形のほか、非円形であってもよく、例えば、図９Ａ
に示す容器１１０のような直線部および曲線部を組み合わせた形、図９Ｂに示す容器１１
１のような多角形、図９Ｃに示す容器１１２のような楕円形等が挙げられる。容器の材質
が樹脂材料であり、さらに断面形状が非円形である場合、容器が非常に反りやすくなるが
、本発明の磁性体粒子操作用装置を用いることにより、磁力源と容器の外壁面との距離を
一定に保つことができる。なお、容器の断面形状が直線部を有する場合、直線部を永久磁
石１９１に対向させてもよいが、図９Ａおよび図９Ｂに示すように、直線部を容器押圧部
１８０に対向させることが好ましい。この場合、容器押圧部からの力が均等に容器の直線
部に伝わるため、容器が押圧されやすくなる。
【００７０】
　容器は必ずしも直管状である必要はなく、管の長手方向に沿ってみた場合に、径の大き
い部分や、径の小さい部分が存在していてもよい。例えば、図１０に示す容器２１０のよ
うに、上部の径が大きく、下部の径が小さい形状であってもよい。このような形状の容器
の場合、図４（ａ）～図４（ｃ）に示した容器保持部３７０を用いることで、径の大きい
部分と径の小さい部分との境界を支点として容器２１０を固定することができる。
【００７１】
　容器の肉厚、すなわち容器の外径と内径との差は、特に限定されない。ただし、磁力源
に対向する側において容器の肉厚が一定であると、磁力源と容器内壁面との距離を一定に
保つことができるため、磁力源と磁性体粒子との距離を一定に保つことができる。また、
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磁性体粒子は、液体層よりもゲル状媒体層を通過させることが困難であるため、少なくと
もゲル状媒体層が装填された部分においては、磁力源と磁性体粒子との距離が一定である
ことが好ましい。以上を考慮すると、磁力源に対向する側において、容器の肉厚は、少な
くともゲル状媒体層が装填された部分で一定であることが好ましく、すべての部分で一定
であることがより好ましい。さらに、容器全体の肉厚が一定であることが特に好ましい。
【００７２】
　容器の形状としては、例えば内径１～２ｍｍ程度、長さ５０ｍｍ～２００ｍｍ程度の直
管状構造体（キャピラリー）が挙げられる。管の内径や長さは、処理すべき物質の量、磁
性体粒子の量等に応じて適切なものを選択すればよい。
【００７３】
　粒子の操作中あるいは操作後に、吸光度、蛍光、化学発光、生物発光、屈折率変化等の
光学的測定が行われる場合や、光照射が行われる場合は、光透過性を有する容器が好まし
く用いられる。また、容器が光透過性であれば、容器内の粒子操作の状況を目視確認でき
ることからも好ましい。一方、液体や磁性体粒子等を遮光する必要がある場合は、光透過
性を有していない遮光性の容器が好ましく用いられる。使用目的等によって、光透過部分
と遮光部分とを有する容器を採用することもできる。
【００７４】
　本発明の磁性体粒子操作用装置は、上記の実施形態で説明した構成に限定されるもので
はなく、種々の構成を採用することができる。
【００７５】
　容器を保持する向きは特に限定されず、容器の長手方向を鉛直にして容器を保持するほ
か、例えば、容器の長手方向を水平にして容器を保持してもよいし、容器の長手方向を斜
めにして容器を保持してもよい。
【００７６】
　容器の長手方向に沿って磁場を変化させる方法としては、図２（ｃ）に示したような、
磁場印加部場がリニアガイド等の移動機構を有し、磁力源を一軸方向に移動させる構成に
限定されず、容器保持部がリニアガイド等の移動機構を有し、容器保持部を一軸方向に移
動させる構成であってもよい。つまり、容器保持部および磁場印加部の一方が、容器保持
部に対して相対的に磁力源を一軸方向に移動させることが可能な移動機構を有していれば
よい。また、磁力源および容器保持部の両方が移動するように、容器保持部および磁場印
加部の両方が上記移動機構を有していてもよい。
【００７７】
　本発明においては、容器保持部は、容器押圧部と磁場印加部との間に配置されることが
好ましいが、磁場印加部、容器押圧部および容器保持部がこの順に配置されてもよい。
【００７８】
　容器保持部および容器押圧部は、それぞれ装置に固定されている必要はなく、着脱可能
であってもよい。
【００７９】
　これまでの実施形態では、１本の容器保持部が容器保持部によって保持され、容器押圧
部によって受け面上に固定される例について説明した。本発明においては、複数の容器が
容器保持部によって保持され、容器押圧部によって同一の受け面上に固定される構成であ
ってもよい。その場合、磁場印加部は、それぞれの容器に対向する磁力源を有する。また
、容器押圧部は、それぞれの容器を個別に押圧できるような構成であってもよいし、１つ
の面ですべての容器を押圧可能な構成であってもよい。さらに多数の容器を保持する場合
、それぞれの受け面が平行になるように配置された複数の容器保持部を備える構成であっ
てもよい。
【符号の説明】
【００８０】
　　１０，１１０，１１１，１１２，２１０　容器
　　７０　磁性体粒子
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　　９　磁石（磁力源）
　　２１，２２　ゲル状媒体（層）
　　３１，３２，３５　液体（層）
　　１００　磁性体粒子操作用装置
　　１７０，２７０，２７１，２７２，２７３，２７４，３７０，４７０，５７０　容器
保持部
　　１８０，２８０，２８１，２８２，３８０，４８０　容器押圧部
　　１９０　磁場印加部
　　１９１　永久磁石（磁力源）
　　１９２　リニアガイド（移動機構）
 

【図１】 【図２】
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